
2KASUMIGAURA

12月定例会提出議案

KAS
UMIGAU

RA
平成27年 第４回定例会

平成27年第４回定例会を、12月１日から12月18日までの18
日間の会期で開催いたしました。一部の案件以外については『平
成27年第４回定例会議案審査特別委員会』に付託をし、慎重審査
を行いました。また、12月２日から４日に一般質問（後頁P９～
P13）を行いました。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報

の
提
供
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
た
め
に
、
こ
の
条
例
を
定
め

る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
79
号

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
及
び

同
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
平
成

27
年
９
月
２
日
交
付
）
に
伴
い
、

関
係
条
例
を
整
理
す
る
た
め
、
こ

の
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
80
号

か
す
み
が
う
ら
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
改
正
に
伴
い
、
政
令
及
び
省

令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
徴
収
猶

予
・
換
価
の
猶
予
等
に
つ
い
て
、
市

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
た
め
、

こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
73
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護

保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
74
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
水
道

事
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
77
号

か
す
み
が
う
ら
市
監
査
委
員
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て例

月
出
納
検
査
の
予
備
調
査
を
詳

細
に
実
施
し
現
金
管
理
状
況
等
を

的
確
に
把
握
す
る
た
め
、
現
金
出

納
（
例
月
出
納
）
検
査
の
実
施
日

を
改
め
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制

定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
78
号

か
す
み
が
う
ら
市
個
人
番
号
の
利
用

及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
68
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い

て
　

▼
▼  

議
案
第
69
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
70
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
71
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
72
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
農
業

集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

認　
定

認　
定

認　
定

認　
定

認　
定

認　
定

認　
定

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

議
案
等
の
審
議
結
果
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▼
▼  

請
願
第
８
号

請
願
書

「
副
題
」

美
並
小
学
校
の
校
舎
増
築
工
事
変

更
に
関
わ
る
請
負
契
約
に
対
し
、

納
税
者
が
納
得
で
き
る
契
約
内
容

に
早
急
な
る
更
改
を
求
め
る
為
の

異
議
申
し
立
て
に
つ
い
て

▼
▼  

請
願
第
９
号

公
共
施
設
の
使
用
料
の
有
料
化
、
引

き
上
げ
に
関
す
る
請
願
書

▼
▼  

議
案
第
81
号

か
す
み
が
う
ら
市
税
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
で
定
め
る
基
準
に

従
い
、
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
改
正
す
る
た
め
、

こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で

す
。

▼
▼  

議
案
第
82
号

か
す
み
が
う
ら
市
印
鑑
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
多
機
能
端
末
機
に
よ
る
印
鑑
登
録

証
明
書
等
の
交
付
を
可
能
に
す
る

た
め
、
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で

す
。

▼
▼  

議
案
第
83
号

か
す
み
が
う
ら
市
水
道
事
業
給
水
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

基
本
水
量
及
び
基
本
料
金
並
び
に

超
過
料
金
の
見
直
し
を
行
い
、
使

用
水
量
に
応
じ
た
料
金
と
し
、
利

用
者
の
公
平
性
を
期
す
る
と
と
も

に
、水
道
料
金
の
値
下
げ
に
よ
り
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た

め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

▼
▼  

議
案
第
84
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

主
な
内
容
は
、
水
田
利
活
用
推
進

事
業
助
成
金
、
高
倉
及
び
戸
崎
地

区
市
道
改
修
工
事
費
等
を
計
上
す

る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
85
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

▼
▼  

議
案
第
86
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

▼
▼  

議
案
第
87
号

土
浦
市
及
び
か
す
み
が
う
ら
市
住
民

の
公
共
下
水
道
の
相
互
利
用
に
つ
い
て

主
な
内
容
は
、
本
市
【
下
稲
吉
、

稲
吉
南
二
丁
目
地
区
】
に
お
い
て

土
浦
市
の
下
水
道
を
、土
浦
市【
東

中
貫
町
、
神
立
中
央
二
丁
目
、
三

丁
目
、
五
丁
目
、
神
立
東
一
丁
目

地
区
】
に
お
い
て
本
市
の
公
共
下

水
道
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
そ
の

他
流
入
の
取
扱
い
な
ど
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
協
定
を
締
結
す
る
も

の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
88
号

美
並
小
学
校
プ
ー
ル
改
築
工
事
変
更

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

▼
▼  

発
議
第
２
号

（
詳
細
は
４
ペ
ー
ジ
）

議
案
第
88
号
「
美
並
小
学
校
プ
ー
ル

改
築
工
事
変
更
請
負
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
」に
対
す
る
附
帯
決
議（
案
）

閉
会
中
の
継
続
審
査
に
つ
い
て

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果

趣
旨
採
択

可　
決

可　
決

可　
決

決　
定

決　
定

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査
に
つ
い
て

継
続
審
査


